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第1 基本的な考え方

1 目的

新型インフルエンザは，過去，およそ10年から40年の周期で発生しているとこ

ろ，新型インフルエンザに対j-/ては，ほとんどの人が免疫を持っていないため，世界

的な大流行（パンデミック） となれば，大きな健康被害とこれに伴う社会的・経済的

影響が生じると懸念されている。このため，発生時においては，感染拡大を可能な限

り抑制して健康被害を最小限にとどめるとともに，社会・経済を破たんに至らせない

ことが必要である。

裁判所は，新型インフルエンザ発生時においても，国民の権利の実現，各種の紛争

解決，刑罰法令の適正な実現その他の裁判所の機能を最低限維持することが求められ

る。

本計画は， 「新型インフルエンザ及び烏インフルエンザ等に関する関係省庁対策会

議」 （以下「関係省庁対策会議」 という｡）において作成された「新型インフルエンザ

対応中央省庁業務継続ガイドライン（平成21年8月7日)」 （以下「政府のガイドラ

イン」 という｡）を踏まえ，強毒性の新型インフルエンザ(H5N1型等）発生時にお

いても，想定される社会・経済の状況に応じて，裁判所が求められる機能を維持し必

要な業務を継続できるよう，適切な対策を講ずるために策定するものである。

2本計画について

本計画は，最高裁判所における「新型インフルエンザ(H5N1等）対応業務継続

計画（平成22年11月2日）を踏まえた上で，大阪家庭裁判所の実情や地域の事情

を反映して策定したものである。

S他の業務継続計画との関係

大阪家庭裁判所においては，平成24年5月に大規模地震を想定した「大阪家庭裁

判所業務継続計画」を策定したところである。同計画と本業務継続計画とでは，非常

時における制約のある状況において，継続すべき優先業務を特定し，裁判所の機能を

維持するという目的やその実現のための方法などの点で共通する要素もあるが，大規

模地震と新型インフルエンザでは，被害の地理的な範囲，被害が継続する期間被害

への対応など異なる要素が多いことから，本業務継続計画は，大規模地震を想定した

業務継続計画とは別個の業務継続計画として策定するものである。

4実施体制

（1） 平常時の体制

新型インフルエンザの発生に備え，事務局等において，関係機関とも連携を図り，

情報収集に努める。

（2） 発生時の体制

大阪家庭裁判所においては，新型インフルエンザが発生した場合には，その対策

等を推進するとともに，業務継続の組織体制の構築と指揮命令系統を明確化するた
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めの意思決定機関として，所長を委員長とする対策委員会（別紙1）を設置する。

第2業務継続計画の前提となる被害状況等の想定

新型インフルエンザの流行規模や被害規模は，病原性や感染力等に左右されるもの

であり，現時点で予測することは困難である。関係省庁対策会議が策定した「新型イ

ンフルエンザ対策行動計画（平成21年2月改訂)」においては，過去に発生した新型

インフルエンザの流行状況や被害規模等を参考に，罹患者は全人口の25％，医療機

関の受診者は1300～2500万人，死亡者は17～64万人に上ると推計し，事

業所においては従業員本人の罹患や罹患した家族の看病等のため，最大で従業員の4

0％程度が欠勤するほか，社会・経済にも大きな影響が出るものと想定している （表

1のとおり)。そして，一つの流行の波が約2か月間続き，その後流行の波が2～3回

あると想定している。

新型インフルエンザ発生時における裁判所の業務継続計画を検討するに当たっても，

上記のような被害状況等の想定と異なる想定をすべき事情はない。

したがって，本計画は，上記のような被害状況等の想定を前提として策定するもの

である。

顔

表1 社会・経済状況の想定（例）

…奥…想定される社会･経済状況 簿蕊鵜
・ 帰国者が増加， 出張や旅行の自粛

． 国， 自治体等へ国民やマスコミからの問い合わせが増加

・ 帰国者の大幅増や検疫の強化により，国内の海空港で相当な混雑が発生

・ 出張や旅行の自粛

・ 国民の不安が増大し，国， 自治体，保健所，医療機関等へ国民やマスコミ

からの問い合わせが増加

・ 食料品・生活必需品に対する需要が増加

・ マスク，消毒液等の需要が増加

・ 発熱相談センターや119番への電話が急増

・ 国， 自治体等へ国民やマスコミからの問い合わせが急増

・ 発生地域における学校・保育施設等の臨時休業，集会の中止，興行施設等

不特定多数の者が集まる場を提供する事業の休業

・ 発症者の濃厚接触者の外出自粛が要請され， 出勤が困難になる事態も発生

． －部事業者で不要不急の事業を縮小・休止する動き

． －部事業者で来訪者の入場制限，検温，手指消毒マスク着用などを求め

る動き

発生段階

海外で

発生の疑い

第一段階

(海外発生

期）

鯵

第二段階

(国内発生

早期）

第三段階 インフルエンザウイルス薬を求める患者が多数医療機関に来訪するなど，

‐2



藤

第3発生時の業務体制等

1 業務継続の基本的方針

裁判所は，新型インフルエンザ発生時において，利用者や職員の生命・健康を守り

つつ，最低限の機能を維持するため，新型インフルエンザ発生時にも継続が必要な業

務を絞り込み，人的資源を集中させるとともに，感染拡大につながるおそれのある業

務は極力中断する。

具体的には，裁判所は，新型インフルエンザ発生時において，利用者や職員の生命・

健康を守るため，新型インフルエンザ対策に関する業務（以下「新型インフルエンザ

対策業務」 という｡）を最優先に実施するとともに，最低限の機能を維持するために必

要な業務（以下「一般継続業務」 といい，新型インフルエンザ対策業務と併せて「発

生時継続業務」 という｡）を継続することとし，その他の業務（発生時継続業務以外の

業務）は，縮小し，又は中断する。

そこで，裁判所の業務を， 「発生時継続業務」 （新型インフルエンザ対策業務及び一

般継続業務） と 「発生時継続業務以外の業務」に分類し， 「発生時継続業務以外の業務」

には優先順位をつける。

その上で，新型インフルエンザ発生時において，発生時継続業務を適切に継続でき

るよう，必要な人員等を確保する。特に人員については，国内において新型インフル

エンザが発生した際に，発生時継続業務以外の業務を一時的に大幅に縮小又は中断し，

鱗
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(拡大期

ん延期

復期）

，

， ま
回
混乱が発生

業務資源（医師・看護師，医薬品，人工呼吸器等）の不足により

診療を中止する医療機関が出現

， 一部に

学校・保育施設等の臨時休業，集会の中止，興行施設等不特定多数の者が

集まる場を提供する事業の休業等が全国に拡大

公共交通機関の利用者が減少した地域では運行本数が減少

電力，上下水道，ガス，電話などのライフラインは概ね維持

※政府の新型インフルエンザ対策上の目標であるが，事態が悪化した場合，供給が停

止する可能性もある。

流通・物流の停滞，生産・輸入の減少により食料品・生活必需品の供給不

足が発生するおそれ

り

マスク等の個人防護具の購入が困難になる可能性

感染拡大に加え，学校・保育施設等の臨時休業や介護サービスの不足によ

, 従業員の欠勤が増加（最大4割程度）

経済活動が大幅に縮小，企業の経営破たんが増加，雇用情勢が悪化

第四段階

(小康期）

社会が安定し始める

経済活動が一部正常化



その要員を発生時継続業務に従事する職員の代替要員として確保する。

2業務の分類

（1） 発生時継続業務

ア新型インフルエンザ対策業務

新型インフルエンザ対策に関する業務であり，新型インフルエンザの発生によ

り新たに業務が発生し，又は業務量が増加するものである。

具体的には，利用者や職員の生命・健康を守るとともに，指揮・命令系統を維

持して最低限の機能を維持するために必要な以下の業務がこれに該当する。

・ 新型インフルエンザに関する情報収集・分析，その連絡調整等の業務

・ 感染防止対策業務（庁舎管理等）

・ 人員体制，発生時継続業務等に関する指揮・命令等の業務

・ 国民に対する業務の状況の周知，利用者等からの問い合わせへの対応等

イ一般継続業務

政府のガイドラインにおいては，最低限の国民生活の維持等に必要な業務であ

って，一定期間，縮小・中断することにより，国民生活，経済活動や国家の基本

的機能に重大な影響を与えることから，まん延期であっても業務量を大幅に縮小

することが困難なものとされている。

大阪家庭裁判所においては，最低限の機能を維持するため，緊急性が特に高い

業務（別紙2）を一般継続業務とする。

(2) 発生時継続業務以外の業務（縮小又は中断業務）

政府のガイドラインにおいては，一定期間，大幅な縮小又は中断が可能な業務で

あり，業務の実施が遅れることにより国民生活や経済活動に一定の影響はあるが，

業務資源の配分の優先の観点から一定期間の縮小又は中断がやむを得ないものとさ

れている。

大阪家庭裁判所においては，発生時継続業務以外の業務についても，緊急性や国

民の権利利益に与える影響の大きさに応じて，優先順位を第1順位から第3順位ま

で付け（別紙2)，優先順位の低いものから縮小又は中断する。

3新型インフルエンザ発生時の執務体制の確保

（1） 指揮命令系統の確保

新型インフルエンザが発生した場合における各部課等の権限代行者を別紙3のと

おりとする。

(2) 人員計画等の作成

大阪家庭裁判所において，新型インフルエンザ発生の第三段階における業務を適

切に継続するために必要な最低限の人員は別紙4を目安とし，人員計画を策定する。

当該計画は，学校・保育施設等の臨時休業や介護サービスの不足等による都合で

出勤困難となる可能性のある職員や基礎疾患を有するため出勤困難となる可能性の

轍
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ある職員等を考慮するほか，勤務庁以外への応援体制も視野に入れて策定する必要

があることから,新型インフルエンザの発生に備え，職員からの届出に基づき，人

員計画策定のために必要な情報を把握する。

4業務継続計画の発動・運用

大阪家庭裁判所は，政府の新型インフルエンザ対策本部が第一段階（海外発生期）

を宣言した場合には，速やかに業務継続計画を発動する。業務継続計画に基づく業務

体制等の実施は，流行の各段階に応じて行う必要があるため，以下において各発生段

階における一応の運用を示すこととする。 しかし， これは一つの目安にとどまり，新

型インフルエンザの流行規模や被害規模は，病原性や感染力等に左右されるものであ

る上，地域の事情も異なることから，業務継続計画の運用については，実情等を踏ま

えて柔軟に行う。

(1) 第一段階（海外発生期）

第一段階では，直ちに大阪家庭裁判所の業務に対して影響が生じることは考えに

くいが，国内で発生する場合に備え，大阪家庭裁判所において対策委員会を設置し，

新型インフルエンザに関する情報収集に努め，業務継続計画に修正等を加える必要

性の有無について検討し，縮小又は中断する業務や縮小内容等の方針について関係

機関に周知するなどして，第二段階に移行した場合に備える。

(2) 第二段階（国内発生早期）

政府の新型インフルエンザ対策本部が第二段階（国内発生早期）を宣言した場合

には，実情等に応じて，発生時継続業務以外の業務のうち優先順位の低い業務を縮

小又は中断することを検討し，特定の部署で欠勤者が多数となった場合には応援体

制をとることも検討する。また，発生した新型インフルエンザの病原性や感染力等

が不明である場合には， これらが重篤な場合を想定して早期にいったん縮小又は中

断し，その後，状況を踏まえて縮小又は中断の見直しを検討する。

なお，実情等によっては， さらなる対策を講じることも検討する。例えば，地域

において感染が拡大している場合，近隣の行政機関等が新型インフルエンザの流行

を理由に業務を縮小又は中断している場合，大阪家庭裁判所の複数の職員が罹患し，

裁判所内での感染が疑われる場合などは，第三段階における業務体制に移行するこ

とを検討する。

(3) 第三段階（拡大期， まん延期，回復期）

政府の新型インフルエンザ対策本部が第三段階（拡大期）を宣言した場合には，

発生時継続業務以外の業務を縮小又は中断し，発生時の業務体制に移行する。

(4) 第四段階（小康期）

政府の新型インフルエンザ対策本部が第四段階（小康期）を宣言した場合には，

通常の業務体制への復帰を検討する。業務の拡大・再開等については，地域におけ

る感染状況等を踏まえ，柔軟に判断することとする。

船

間
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また，小康状態の後の第二波，第三波に備え，必要に応じて業務体制の見直し等

を検討する。

○新型インフルエンザ発生時の事業継続の時系列イメージ
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国内発生早

期(第二段

階）

感染まん延期 回復期海外発生期

(第一段階）
未発生期 小康期

流行の－つの波が8週間程度一
8週間程度の流行が2～3回程度繰り返される可能性

噂

旬
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第4業務継続のための執務環境の確保

1 物資・サービスの確保

庁舎管理や警備，清掃・消毒業務，各種設備の点検・修理，消耗品の供給等の発生

時継続業務を適切に継続するために必要な物資・サービスをリストアップするととも

に，物資については必要に応じて備蓄する。

2事業者への要請

上記1の物資・サービスを提供する事業者（委託業者）に対し，業務継続のための

協力を要請する。当該事業者による物資・サービスの提供が困難である場合には，代

替策を検討する。

3食堂・売店等の営業

大阪家庭裁判所の庁舎内で営業する食堂や売店等については，周辺地域における新

型インフルエンザの感染状況,食堂等の利用状況,周辺の施設の状況を考慮した上で，

営業を継続するか否かを検討する。
鯛

第5感染防止策の徹底

発生時継続業務を適切に継続するため，新型インフルエンザに関する基本的な知識

等を職員及びその家族に周知徹底するとともに， 「新型インフルエンザ感染防止対策の

ためのガイドライン」（平成21年5月最高裁判所事務総局人事局能率課作成)及び｢新

型インフルエンザ感染防止対策について（第3版)」 （平成25年7月23日大阪家庭

裁判所作成）を参照の上，感染防止策を徹底する。

第6業務継続計画の維持・管理等

1 関係機関との調整

業務継続計画の実行に際しては関係機関との連携が不可欠であるから，関係機関及

び大阪高等裁判所との調整を十分に行う。

2教育

業務継続計画の実効性を高めるため,職員に対し，平常時から同計画の周知に努め，

業務継続等の重要性を認識させる。特に新型インフルエンザ対策業務に従事する職員

に対しては，研修等を通じて必要な知識等を習得させる。

3改善

新型インフルエンザに関する新しい知見が得られた場合や，教育等を通じて課題が

明らかになった場合等には，適宜，業務継続計画の見直しを行う。

磯

了
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別紙1

大阪家庭裁判所新型インフルエンザ対策委員会等構成員

【対策委員会】

委員長

委員長代理

委員

所長

事務局長

首席家裁調査官

家事首席書記官

少年首席書記官

総務課長

人事課長

会計課長鱗
【ワーキングチーム】

*事務局次長

家事訟廷管理官

少年訟廷管理官

首席部総括主任家裁調査官

総務課課長補佐

人事課課長補佐

会計課課長補佐

堺支部庶務課長

岸和田支部庶務課長

＊はチーフ

掌 ※対策委員会は，業務継続計画を運用するに当たって，情報収集，検討，具体的運用

をワーキングチームに命じることができる。

了
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(別紙2）

業務の分類（基本的な枠組み）

繭

雛

(注） 支部における取扱いも上記の枠組みに準ずる。

家事部 少年部 事務局

一
般
継
続
事
務

･文書の受付，電話等の通信に関する事務

令状（臨検，捜索）に関す
る事務

･保全に関する事務（特に緊
急性の高いもの）

・観護措置に関する事務（令

状に関する事務を含む。 ）
・少年審判（観護措置がとら
れている事件及び年迫事件）
に関する事務

･上記業務を継続するために必要な範囲内での訟廷事務

･裁判部の一般継続業務を継続
するために必要な事務（外部機
関対応，会計事務，広報事務，
管理事務等）

発
生
時
継
続
事
務
以
外
の
業
務

第
１
順
位

第
２
順
位

第
３
順
位

･保全に関する事務（上記以
外のもの）

･上記芙務を継続するために必要な範囲内での訟廷事務

･家事審判に関する事務
･家事調停に関する事務
･人事訴訟に関する事務
･その他の家事事件に関する
事務

･少年審判（観護措置がとら
れていない事件）に関する事
務

･その他の少年事件に関する
事務

･第1順位の裁判部の業務を継
続するために必要な事務
･給与支給に関する事務
･支払遅延に係る各種支払い事
務

．第2順位の裁判部の業務を継
続するために必要な事務

･上記いずれにも該当しない総
務，人事，会計等の事務



別紙3

新型インフルエンザ発生時の指揮命令系統(代行者の指名）

。
■
。

繭

轍

受甲0 の毛

ア事務局

イ家事部

ウ少年部

工調査官室

オ支部

①庶務課

②書記官(室）

③調査官(室）

事務局長

家事首席書記官

少年首席書記官

首席家裁調査官

事務局長

家事又は少年首席書記官

首席家裁調査官

部課係等

一
権限者

所長

代行茅
差
『
可

一

F
一

一

一

■
ｑ
ｐ
４
グ
ー

奇
計 努麦 ､配規程による七垂 i者

事務局

(総務課）

(会計課）

(人事課）

事務局長

総務課長

会計課長

人事篝
『
ゴ
ー
、

ー

疽
ー

一

ー

q

■
４
ｐ
ｊ
ｅ
０

罫
牙 諾 局次：

＝

又

総務課 ■
□

引
く

写
字
。

こ

■
“
？浦 左

会計課課
■

一
一
一

蕊 哺 左

人菖
奇
計
冒E

節
■も■ゴー、

一
一
一

軍

■
４
口哺佐

家事部

(家事訟廷）

(各係）

家事首席書記官

家事訟廷管理官

家事次席書記官

主任書記官

家喜言次席書記官

家事訟廷副管理官

相互に代行

少年部

(少年訟廷）

(各係）

少年首席書記官

少年次席書記官

少年訟廷管理官

主任書記官

少年次席管理官

相互に代行

相互に代行

調査官室

(各係）

首席家裁調査官

次席家裁調査官(家事,少年）

総括主任家裁調査官

主任家裁調査官

①次席家裁調査官(家事）

②次席家裁調査官(家事）

④次席家裁調査官(少年）

首席家裁調査官が指名する者

家事,少年ごとに相互に代行

支部 支部長

事務局次長

庶務課長

主任書記官

次席家裁調査官

総括主任家裁調査官

主任家裁調査官

事務分配規程による代理者

庶務課長

相互に代行

相互に代行

家事,少年ごとに相互に代行



(別紙4－1）

業務継続のための必要人員（目安）

ﾄｰ蒙菫言蔀司減
b ■

猟

家喜字1部

官職等 最 圭必要人
＝
＝

毒 備考

裁ミ
〃
一
一I官 1

書記官 2

調査官 1
－

厘
■■■■ﾛ■

I■■■

旬享務官 0

家喜手2部

官職等 最 氏必要人二 1青考

裁昌
〃
一
一I官 1

E専記官 2

調査官 1
一

膳

4■■孝務官 0

官職等 最 氏必要人屋 1肯考

裁当
皇
一ﾘ官 1

書記官 1
一

龍
Ⅱ■■■■

ー手務官 0

家事4部（人訴係）

官I 礎等 最 ノ氏必要人員 I青考

裁竺
'
一

一I官 1

呂＝

E孝記官 1

調査官 0
ー

F
●■■

■■■I■■

ー

■享務官 0

家事4部（後見係）

官職等 ｑ
ｄ
》簔 氏必要人．

コ

ヨ 備考

裁些
4
一I官 1

書記官 2
二
雪
Ｉ 龍王官 1
一

F
■■■

I■■■■

ー

■享務官 0

家事訟廷（事件・記録）

官職等 最 氏必要人晨 備考
菫
岸記官 4
一

E
1■■■■

■■■

句享務官 2

家喜享訟廷（庶務）

官馴茂等 最 ノ氏必要人
匡コ

ヨ 蒲考

書記官 1
｜
Ｐ
二
一
・孝務官 0



業務継続のための必要人員（目安）

鰯

以上は各部ごとの目安であるが，感染拡大期，感染まん延期には家事部及び少年部でそれぞれ相互に応援
態勢を取るため，必要最低人員の目安は家事1部から4部までで最低限裁判官1書記官2調査官1，家
事訟廷で書記官4事務官2とし，少年1部， 2部で最低限裁判官1書記官1調査官1，少年訟廷で書記
官1事務官1とする。

鱒

少年1部

官職等 最 氏必要人員 備考

裁判官 1

書記官 1

調査官 1

事務官 1

少年2部

官職等 最低必要人員 備考

裁判官 1

書記官 2

調査官 1
q■■■■

E
ー

■■■

■専務官 1

少年訟廷

官職等 最 氏必要人員 備考

書記官 1

事務官 1



業務継続のための必要人員（目安）

鯛

鎌

科学調査室

官職等 最低必要人員 備考

調査官 1

首席部調査室

官職等 最低必要人員 備考

調査官 1

総務課

官職等 最低必要人員 備考

管理職 1

係員 3

医務室 1

会計課

官職等 最低必要人員 備考

管理職 0

係員 3

運転手 0

守衛 0

人事課

官職等 最低必要人員 備考

管理職 1

係員 2



(別紙4－2）

業務継続のための必要人員（目安）

堺支部

鰯

齢

家三字部

官I 鼬等 最 圭必要人 ＝■■■■■■戸 1青考

裁些
ム
ー 官 1

出＝

E享記官 2

調査官 2
■■B■■

E
一

ー

竜専務官 0

少年部

官職等 最低必要人晨 タ肯考

裁当
〃
一
一U官 1

書記官 1

調査官 2
ー

贋
一

一罫務官 0

訟廷鬘専務三
。
弐
二

官I 鼬等 最 氏必要人員 1育考

裁些
〃
一
一 官 0

書記官 2 内1名は事務官でも可

事務官 0

庶務課

官職等 最 氏必要人晨
垢
１
日
Ｉ
Ｆ者考

ー

E
ー

■享務官 1



(別紙4－3）

業務継続のための必要人員（目安）

岸和田支部

軸

齢

家事書記官室・訳 全宮室

官職等 最 氏必冒葛人員 備考

裁当
〃
一
一I官 1

書記官 2

調査官 1
一

F
。■■

Ⅱ■■■■

■■■

■享務官 0


